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株主による新株発行差止仮処分命令申立ての却下に関するお知らせ 

 

 

平成 24 年７月 6 日付「株主による新株発行差止仮処分命令申立てに関するお知らせ」にてお知らせし

ておりました、当社が平成 24 年６月 27 日開催の取締役会において決議しました第三者割当てによる新株

発行について、当社株主から申し立てられていた新株発行差止仮処分命令申立てについて、本日、東京地

方裁判所により、却下決定がなされましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

１．却下決定に至った経緯 

 

当社は、平成 24 年６月 27 日付「従業員持株会連動型 ESOP 導入とそれに伴う第三者割当による新株発

行のお知らせ」にてお知らせしたとおり、従業員持株会連動型 ESOP（以下「本制度」といいます。）の導

入、及び、本制度導入に伴い、本制度において当社従業員持株会へ当社株式を譲渡する主体となる SPV で

ある一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会（以下「本件一般社団法人」といいます。）を引受先と

した第三者割当てによる新株式の発行（以下「本件新株発行」といいます。）を実施することを決議しま

したが、これに対し、当社株主より平成 24 年７月２日付で、本件新株発行を差止める仮処分命令の申立

てが東京裁判所に行われていました（以下「本件申立て」といいます。）。 

 しかしながら、本日、東京地方裁判所は、本件申立てについて、理由がないものとして却下決定を言い

渡しました。 

 

２．仮処分の申立てをした株主の名称等 

 

（1）氏 名  森猛 

（2）住 所  東京都豊島区 

 

３．決定があった年月日及び裁判所 

 

（1）決定日 ：平成 24 年７月９日 

（2）裁判所名：東京地方裁判所 

 

４. 決定の内容 

 

   1 債権者の本件申立てを却下する。 

  2  当事者参加人一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会の本件申立てを却下する。 

  3 申立費用及び補助参加により生じた費用は、いずれも債権者の負担とし、独立当事者参加により生

じた費用は、当事者参加人一般社団法人ダイヤ通商従業員持株会支援会の負担とする。 

    ※ なお、上記 2の決定については、本件一般社団法人は、本件申立てを認める決定が出ると自己

の新株を引受ける権利が害されるため、本件新株発行を命じる仮処分の申立てを立てて、本件申

立てに対し独立当事者参加をしておりましたが、上記のとおり株主による本件申立てが却下され、
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本件新株発行が実行されることから、本件一般社団法人の仮処分申立てについては、新株を引き

受けることについて法的障害がなくなったものとして却下されたものにすぎず、本件新株発行の

効力に何ら影響はございません。 

  

５． 今後の見通し 

 

今回の決定につきましては、当社取締役会決議に基づく本件新株発行が不公正なものでない旨認定する

ものであり、妥当なものであると考えております。 

今後、株主による不服申し立てがなされた場合等には、適宜、開示してまいります。 

以  上 

 


